
第３章 主な取り組み事項 
 

   １ 県民の防犯意識を高め、県民、事業者、地域活動
団体による自主的な活動を促進する 

重点目標 

【課題】  
・県民一人ひとりが防犯に関心を持ち、具体的な防犯対策を行うよう、意識の啓

発と情報の提供などを行う必要があります。 

・現在、一部の県民や事業者、地域活動団体によって、自主的に行われている防

犯活動を県内に広げ、さらに促進していく必要があります。 
 
     

 

基本的方策（１）  県民一人ひとりの防犯意識を高める 

「自らの安全は自らが守る」という県民一人ひとりの防犯意識を高めるため、効果

的な広報・啓発を行います。 

 
【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

広報・啓発の充

実 

 

 

 

 

 

・様々な広報媒体を活用した広報・啓発活動 

犯罪のない安全安心まちづくりについて県民や事業者の

理解を深め、防犯意識を高めるため、テレビ・ラジオなどの

メディア、県の広報紙、ホームページなど様々な広報媒体を

活用して防犯に関する広報・啓発を行います。また、条例や

防犯上の指針
３
などについて、リーフレットやホームページ

などにより、県民や事業者に対して情報の提供を行います。 

県 民 生 活 課 （ 知

事 部 局 ）  

体 育 ス ポ ー ツ 課

（ 教 育 委 員 会 ）

生 活 安 全 企 画 課

（ 警 察 本 部 ）  

 

(1) 広報紙等による情報の提供 

県民や事業者の防犯意識を高めるため、交番や駐在所で発

行する「ミニ広報紙４」や「交番・駐在所速報５」の内容を

一層充実させることにより、県民や事業者に対して、犯罪発

生情報などの情報を提供します。  

地 域 課 （ 警 察 本

部 ）  

 

 

犯 罪 の 発 生 状

況 や 防 犯 対 策

に 関 す る 情 報

等 の 提 供  

 

(2) あんしんＦメール６による不審者等の情報の提供 

県民が、地域の不審者情報や身近な犯罪情報をタイムリー

に入手できるよう、県民に対して、携帯電話を活用した情報

の提供（あんしんＦメール）を行います。  

生 活 安 全 企 画 課

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
３  防犯上の指針･･「学校等における児童等の安全の確保のための指針」、「通学路等における

児童等の安全の確保のための指針」、「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する

指針」、「犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針」の４つの指針をいいます。 
４ ミニ広報紙･･地域住民のニーズに応じた地域安全情報を身近な話題として伝えるため、警察署

や交番・駐在所で、県民の皆さんの住む地域を担当する警察官が毎月発行する「新聞」をいい

ます。 
５ 交番・駐在所速報･･交番・駐在所から迅速に伝達したい地域安全情報を簡潔に記載して、人目

につきやすい場所にポスターのように掲示して情報を提供するものをいいます。地域で発生し

た事件事故の発生速報や迷子の手配などを内容としたものが多く、随時発行しています。 
６ あんしんＦメール･･警察が把握した子どもに不安を与える声かけやつきまといなどのいわゆ

る不審者情報やひったくり、路上での強制わいせつなど県民に身近な犯罪情報を、警察本部の

ファクシミリから県民の皆さんが登録した携帯電話にメールで提供するものです。 
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項  目  内    容 担当課 

(3) ホームページを活用した犯罪情報等の提供 

県民が効果的に自分の安全を守ることができるよう、警察

のホームページにより、県民に対して、県内の犯罪情報や不

審者情報などを提供します。  

生 活 安 全 企 画 課

 

 

 

(4) 効果的な防犯活動に関する取り組み事例等の提供 

夜間の門灯の点灯やあいさつ運動など、効果的な防犯対策

に関する取り組み事例などや防犯効果のある機器などにつ

いての情報を県民や事業者に提供します。 

県 民 生 活 課  

生 活 安 全 企 画 課

 

犯 罪 の 発 生 状

況 や 防 犯 対 策

に 関 す る 情 報

等 の 提 供  

 

 

 

(5) 悪質商法等に関する情報の提供 

県民が公的機関を装って振り込みを求められるなどの架

空請求、不必要な住宅のリフォームを執拗に迫られるなどの

悪質商法の被害に遭わないよう、広報紙やホームページなど

により、県民に対して、情報の提供を行います。  

県 民 生 活 課  

 

 
【 指 標 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

・あんしんＦメール登録者数 
    平成１９年９月末現在         平成２３年９月末  

         ９５６名   →  １２，０００名 
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「地域の安全は地域が守る」という地域の防犯意識を高めるため、効果的な広報・啓

発を行います。 

県民、事業者、地域活動団体による自主的な防犯活動を活性化し、さらに効果的に

進めるための取り組みを行います。 

【具体的な取り組み】  

項  目  内    容 担当課 

(1) 様々な広報媒体を活用した広報・啓発活動 

犯罪のない安全安心まちづくりについて県民、事業者、

地域活動団体の理解を深めるとともに、地域の防犯意識を

高めるため、テレビ・ラジオなどのメディア、県の広報紙、

ホームページなど様々な広報媒体を活用して防犯に関する

広報・啓発を行います。 

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

 

(2) 安全安心まちづくりキャンペーンの実施  

毎年１０月１１日から２０日まで行われる全国地域安全

運動７期間中に、県民、事業者、地域活動団体、関係機関

と連携して、街頭キャンペーンなどを行います。 

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

広報・啓発の充実

(3) 地域活動の機会をとらえたキャンペーンの実施  

交通安全運動などの各種の活動の機会を捉えて、県民、

事業者、地域活動団体に対して、地域で行われる防犯活動

への参加を働きかけます。 

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

( 1 )  地域における情報交換 

県 民 、 事 業 者 、 地 域 活 動 団 体 に よ る 自 主 的 な 防

犯 活 動 を 促 進 す る う え で 必 要 な 地 域 に お け る 情 報

の 共 有 の た め 、 市 町 村 と 連 携 し て 、 警 察 署 単 位 で

警 察 、 事 業 者 、 地 域 活 動 団 体 な ど が そ れ ぞ れ 有 す

る 情 報 を 交 換 す る 会 を 開 催 し ま す 。  

生 活 安 全 企 画 課

 

情報共有の促進 

 

 

 

(2) 防犯活動団体
８
の活動内容等の公表 

防犯活動団体の活動を活性化させるとともに、その活動

内容などの情報を県民や地域活動団体が共有し、参考にす

ることができるよう、防犯活動団体から情報の提供を受け

て、県のホームページなどで公表します。 

県 民 生 活 課  

生 活 安 全 企 画 課

防犯活動団体に対

する支援 

 

( 1 )  防 犯 活 動 団 体 の 設 立 の 支 援  

 防 犯 活 動 団 体 の 設 立 を 促 進 す る た め 、 設 立 時 に

出 前 講 座 や 講 師 の 派 遣 、 資 料 提 供 な ど を 行 う こ と

に よ り 、 防 犯 活 動 の ノ ウ ハ ウ や 犯 罪 に 関 す る 情 報

な ど を 提 供 す る と と も に 、 ベ ス ト 、 帽 子 、 腕 章 な

ど 活 動 に 必 要 な 物 品 を 提 供 し ま す 。  

生 活 安 全 企 画 課

基本的方策（２） 県民、事業者、地域活動団体による自主的な活動を 

促進する 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
７全国地域安全運動･･毎年、10 月 11 日から同月 20 日までの 10 日間、防犯協会や地域安全の関係

機関・団体及び警察が一層緊密に連携を図り、地域安全活動の効果を最大限に上げるとともに

一層の浸透と定着を図り、安心して暮らせる地域社会を実現することを目的に、全国で実施さ

れる地域安全活動をいいます。 
８ 防犯活動団体･･地域活動団体のうち、通学路における児童の見守り活動などの犯罪のない安

全安心まちづくりを行う団体をいいます。 
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項  目  内    容 担当課 

防犯活動団体に対

する支援 

 

 

( 2 )  防 犯 活 動 団 体 の 活 動 へ の 支 援  

防 犯 活 動 団 体 の 活 動 を 促 進 す る た め 、 防 犯 活 動

団 体 に 対 し て 、 青 色 回 転 灯 、 ベ ス ト 、 帽 子 、 腕 章

な ど 活 動 に 必 要 な 物 品 を 提 供 し ま す 。  

生 活 安 全 企 画 課

防犯活動を担うリ

ーダーの育成 

地 域 に お け る 防 犯 活 動 を 活 性 化 さ せ る た め 、 活

動 の 核 と な っ て 積 極 的 に 活 躍 す る ボ ラ ン テ ィ ア の

リ ー ダ ー を 育 成 し ま す 。  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

青色回転灯装備車

両 ９ 運行団体の拡

充 

地域における防犯パトロールを促進するため、全市町村

において青色回転灯装備車両が運行されるよう、防犯活動

団体などに対して、働きかけます。 

生 活 安 全 企 画 課

事 業 者 に よ る 活

動 の 促 進  

防 犯 上 特 に 配 慮 を 要 す る 高 齢 者 や 障 害 者 、 女 性 、

子 ど も を 犯 罪 の 被 害 か ら 守 る た め 、 事 業 者 に 対 し

て 、安 全 シ ェ ル タ ー 活 動
１ ０

に 取 り 組 む よ う 、働 き

か け ま す 。   

生 活 安 全 企 画 課

 

( 1 )  老 人 ク ラ ブ へ の 加 入 促 進  

元 気 で 意 欲 の あ る 地 域 の 高 齢 者 が 、 老 人 ク ラ ブ

の 活 動 の 一 環 と し て 行 わ れ る 高 齢 者 相 互 の 友 愛 訪

問 活 動 １ １ や 子 ど も の 見 守 り 活 動 に 積 極 的 に 参 加

で き る よ う 、 老 人 ク ラ ブ へ の 加 入 を 促 進 し ま す 。  

高 齢 者 福 祉 課  

（ 知 事 部 局 ）  

 

高 齢 者 に よ る 活

動 の 促 進  

(2 )  老 人 ク ラ ブ 等 に 対 す る 学 習 ・ 研 修 機 会 の 充 実  

老 人 ク ラ ブ な ど の 行 う 高 齢 者 相 互 の 友 愛 訪 問 活

動 や 子 ど も の 見 守 り 活 動 が い っ そ う 拡 大 す る よ う

、 老 人 ク ラ ブ な ど に 対 し て 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に

関 す る 学 習 ・ 研 修 の 機 会 を 充 実 さ せ ま す 。  

生 活 安 全 企 画 課

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
９  青色回転灯装備車両･･警察本部長から「青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロ

ールを適正に行うことができる」との証明を受けた団体が、運輸局長から道路運送車両法に定

める保安基準の緩和認定証を受け、青色回転灯を装備した自主防犯パトロールに使用する車両

をいいます。 
１０

安全シェルター活動･･事業者や地域住民が、子どもや女性などの弱者を犯罪や事故から守る

ため、「こども 110 番のいえ」、「安全安心推進の店」、「みんなをまもるみせ」、「かけこ

み 110 番連絡所」などの名称で、緊急時に民家や事業所を安全シェルターとして提供する活動

をいいます。 
１ １

友愛訪問活動･･孤立しがちな一人暮らし高齢者などを、地域のボランティアによる安否確認

や話し相手、身の回りの世話などにより暖かく見守り、高齢者が社会とのつながりを保ち、安

心して暮らすことのできる地域づくりを目指す活動をいいます。 
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【 指 標 】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防犯活動団体の活動内容等の公表件数 
    平成１９年９月末現在         平成２３年９月末  

         １５件    →   １００件 

・青色回転灯装備車両運行団体数 
    平成１９年９月末現在         平成２３年９月末  

         ３９団体   →    ７０団体 
状 況 確 認 指 標 】  

・設立または活動を支援した防犯活動団体数 
    平成１９年１月～９月末     

         １３団体 
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     ２ 県民、事業者、地域活動団体、行政の連携を進める  

 
重点目標 

【課題】  

・犯罪のない安全安心まちづくりを総合的、効果的に進めるためには、県民、

事業者、地域活動団体、行政が連携を図り、一体となって取り組みを行う必

要があります。 

・地域の住民に最も身近な自治体である市町村と県及び市町村間の連携を深める必要

があります。 

 

                                                 

 

  県民、事業者、地域活動団体、行政が、意見や情報を交換し、相互に連携して犯 

罪のない安全安心まちづくりを進める体制を整備します。 

市町村は地域の住民に最も身近な自治体であり、地域のコミュニティの再生など 

互いに守りあい支えあう地域社会づくりのために果たす役割が大きいことから、市

町村との連携を積極的に図ります。 

   

【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

広 報 ･啓 発 の

充 実  

 

・シンボルマーク及び標語の普及を通じた啓発 

犯罪のない安全安心まちづくりを進める気運を高め、県民

運動として取り組むため、犯罪のない安全安心まちづくりの

シンボルマークや標語を公募のうえ定め、その普及に取り組

みます。  

県 民 生 活 課  

生 活 安 全 企 画 課

全 県 的 な 推 進

体 制 づ く り  

 

 

犯罪のない安全安心まちづくりを総合的かつ効果的に推 

進するため、県民、事業者、地域活動団体、行政の関係者な

どが意見の交換や情報の共有を行う場となる「高知県安全安

心まちづくり推進会議（仮称）」の設立を呼びかけます。  

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

地 域 に お け る

推 進 体 制 づ く

り に 対 す る 支

援  

 

地域における犯罪のない安全安心まちづくりが総合的か

つ効果的に推進されるために、地域住民、事業者、地域活動

団体、行政の関係者などで構成される推進体制が整備される

よう、市町村などに対して、情報の提供などの必要な支援を

行います。 

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

市 町 村 に 対 す

る 支 援  

市 町 村 が 自 ら の 犯 罪 の な い 安 全 で 安 心 な 地 域 社

会 の 実 現 に 向 け た 取 り 組 み な ど を 実 施 し て い く よ

う 働 き か け る と と も に 、情 報 の 提 供 な ど の 必 要 な 支

援 を 行 い ま す 。  

県 民 生 活 課  

生 活 安 全 企 画 課

 

 
【 状 況 確 認 指 標 】  

 

 

 

基本的方策（１） 県民運動として取り組むための仕組みをつくる 

・シンボルマーク及び標語の利用団体数 
   平成１９年度  

    ( 1 9 年 度 策 定 ) 

 

・地域における推進体制設置数 
    平成１９年度          

    ( 1 9 年 度 策 定 ) 
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日常的な生活の場において、県民と事業者、地域活動団体との積極的な連携を進

めるとともに、団体間の連携の促進を図ります。 

 

【具体的な取り組み】  

項  目  内    容 担当課 

防 犯 活 動 団 体

と 自 主 防 災 組

織 と の 連 携 に

対 す る 支 援  

防犯活動団体と自主防災組織
１２

が、一体となって防災訓

練や防犯パトロールなどに取り組むことにより、それぞれの

団体の活性化を図ることができるよう、市町村と連携して防

災や防犯に関する情報を提供します。  

地 震 ･防 災 課（ 知

事 部 局 ）  

県 民 生 活 課  

生 活 安 全 企 画 課

地域課 

地 域 の 支 え あ

い の ネ ッ ト ワ

ー ク づ く り  

地 域 の 支 え あ い の ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 の た め 、事 業

者 及 び 地 域 活 動 団 体 に 対 し て 、県 と 犯 罪 の な い 安 全

安 心 ま ち づ く り に 関 す る 協 定 や 覚 え 書 を 締 結 す る

よ う 働 き か け ま す 。  

保 健 福 祉 課 （ 知

事 部 局 ）  

生 活 安 全 企 画 課

防 犯 活 動 団 体

と の 連 携 の 促

進  

 

防犯活動団体と連携して、見守り活動や合同防犯パトロー

ルを行うほか、防犯活動団体に対し、必要な情報を提供しま

す。 

生 活 安 全 企 画 課

基本的方策（２） 日常の生活の場におけるネットワークをつくる 

 
【 状 況 確 認 指 標 】  
 

 

 

 

  

１

・事業者、地域活動団体と締結した協定数 
     平成１９年９月末現在          

          １１件    

 

・防犯活動団体と合同パトロールを実施した回数 
平成１８年中          

         １４４件   
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２
自主防災組織･･災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第５条第２項に規定する自主防災組

織をいいます。 



         ３ 高齢者、障害者、女性、子どもの安全を確保する  
 

重点目標 

【課題】  

・全国的に児童等１ ３が被害者となる凶悪な犯罪が発生していることや県内におい

ても子どもに不安を与える行為が数多く発生していることなどから、児童等が

１日の大半を過ごす学校等１４や通学路等１５における安全の確保が必要です。 

・子どもが犯罪に巻き込まれることなく、健全な生活を営むことができる環境づ

くりを進める必要があります。 

・ 高 齢 者 、 障 害 者 、 女 性 が 犯 罪 の 被 害 に 遭 わ な い よ う 、 地 域 ぐ る み で 見

守 る 活 動 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・ 観 光 旅 行 者 等 １ ６ の 安 全 を 確 保 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 
基本的方策（１） 学校等における児童等の安全を確保する 

児童等の防犯意識を高めるための安全教育の充実を図るとともに、学校等にお

ける安全対策を促進します。 

【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

学校等における

児童等の安全の

確保のための指

針の周知及び助

言 

 

学校等において児童等の安全が確保されるよう、学校等の

設置・管理者
１７

に対して、学校等における児童等の安全の確

保のための指針の周知を図るとともに、必要な助言などを行

います。 

県立の施設については、学校等における児童等の安全の確

保のための指針に基づき、児童等の安全対策の充実強化を図

ります。 

私 学・大 学 支 援 課

（ 知 事 部 局 ）  

障 害 福 祉 課（ 知 事

部 局 ）  

こ ど も 課（ 知 事 部

局 ）  

生 涯 学 習 課（ 教 育

委 員 会 ）  

体 育 ス ポ ー ツ 課  

学 校 等 の 安 全

確 保 体 制 づ く

りの促進 

(1)安全管理のためのマニュアルの策定等の促進 

学校及び保育所、認可外保育施設の設置･管理者による、校

外活動や休日などさまざまなケースを想定した危機管理マニ

ュアル
１８

の策定を促進します。  

また、児童福祉施設（保育所及び認可外保育施設を除く） 

放課後児童健全育成事業の用に供される施設の運営管理マニ

ュアルなどに防犯の視点が盛り込まれるよう働きかけます。 

私 学 ･大 学 支 援 課

障 害 福 祉 課  

こ ど も 課  

幼 保 支 援 課（ 教 育

委 員 会 ）  

生 涯 学 習 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課  

生 活 安 全 企 画 課  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
１３

児童等･･児童、生徒、乳幼児などをいいます。 
１４

学校等･･学校、児童福祉施設（認可外保育施設を含む）、放課後児童健全育成事業の用に供 

される施設、学習塾などをいいます。 
１５

通学路等･･児童等の通学又は通園などの用に供されている道路及び児童等が日常的に利用し 

ている公園、広場、空き地などをいいます。 
１６

観光旅行者等･･観光旅行などで本県を訪れる者のほか、ビジネスなどの観光以外の目的で本 

県を訪れる人すべてをいいます。 
１７

学校等の設置・管理者･･公立学校にあっては、設置者は地方公共団体、管理者は教育委員会 

及び校長です。私立学校にあっては、設置者又は管理者は学校法人などです。 
１８

危機管理マニュアル･･正式な名称は「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」です。 

文部科学省が作成した不審者侵入時の幼児や児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の指

導書のことをいいます。 
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項  目  内    容  担当課  

(2) 学習塾に対する児童等の安全の確保の啓発  

学習塾に通う子どもの安全を確保するため、学習塾などに

対して、「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」の

周知に努めます。 

 

生 涯 学 習 課  

 

 

 

学 校 等 の 安 全

確 保 体 制 づ く

りの促進 

(3) 不審者侵入防止訓練の実施の促進  

教職員などを対象として、不審者の侵入を想定した防犯訓

練の実施を促進します。 

 

私 学・大 学 支 援 課

障 害 福 祉 課  

こ ど も 課  

生 涯 学 習 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課  

生 活 安 全 企 画 課  

学 校 等 に お け

る 子 ど も の 見

守 り 活 動 等 の

推 進  

学校等の設置・管理者、保護者、地域住民、事業者、地域

活動団体と連携して、学校等における見守り活動などの効果

的な安全確保の取り組みを実施します。 

私 学・大 学 支 援 課

障 害 福 祉 課  

こ ど も 課  

生 涯 学 習 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課  

生 活 安 全 企 画 課  

(1) 防犯教室等の開催  

学 校 等 の 設 置 ・ 管 理 者 、 保 護 者 及 び 関 係 機 関 な ど

と 連 携 し て 、 児 童 等 が 犯 罪 の 被 害 に 遭 わ な い た め の

参 加 ・ 体 験 型 の 効 果 的 な 安 全 教 育 の 充 実 に 努 め ま す

。  

 

私 学・大 学 支 援 課

障 害 福 祉 課  

こ ど も 課  

幼 保 支 援 課  

生 涯 学 習 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課  

児 童 等 へ の 安

全 教 育 の 充 実  

(2) 安 全 マ ッ プ
１ ９

作 成 の 促 進  

児童等の危険予測能力、危険回避能力を高めるため、学校

の設置･管理者に対して、安全マップの作成による安全教育を

行うよう働きかけます。 

体育スポーツ課 

生 活 安 全 企 画 課  

 

防犯環境整備の

促進 

学校等へ不審者が侵入して、児童等へ危害を加えることを

防ぐため、学校等の設置・管理者に対して、施設・設備の整

備と定期的な安全点検を実施するよう働きかけます。 

私 学・大 学 支 援 課

障 害 福 祉 課  

こ ど も 課  

生 涯 学 習 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
１９

安全マップ･･地域の中で、犯罪や事故の発生しやすい危険箇所（道路から見通しの悪い公園、 

駐車場、周囲から見通しの悪い道路、暗所、放置された空き地など）や｢子ども 110 番の家｣

などの緊急避難場所を自ら歩いて調査し、地図に書き込んで作成するマップ。マップの作成

作業を通じて、作成者が危険予測能力、危険回避能力を身に付け、犯罪から身を守ることが

できるようになることを目的としています。 

- 11 -



【 指 標 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危機管理マニュアルの策定率 
        平成 18 年度         平成 21 年度  

 幼稚園・小学校･中学校･高等学校（特別支援学校を含む） 

９８．８％  →   １００％ 

 保育所    ４９．０％   →   １００％ 
（平成 17 年度） 

２ 家庭･地域･団体との間で協力要請や情報交換を行うために 

開催する会議の実施率 
平成 18 年度         平成 21 年度 

幼稚園・小学校･中学校･高等学校（特別支援学校を含む） 

８３．３％  →   １００％ 

 保育所    （未調査）  →   １００％ 

 

３ 子どもに対する防犯教室や防犯に関する訓練の実施率 
平成 18 年度         平成 21 年度 

 幼稚園・小学校･中学校･高等学校（特別支援学校を含む） 

６１．０％  →   １００％ 

 保育所    ５９．５％   →   １００％ 
（平成 17 年度） 

４ 教職員に対する防犯に関する訓練や研修等の実施率 
平成 18 年度         平成 21 年度 

幼稚園・小学校･中学校･高等学校（特別支援学校を含む） 

５８．５％  →   １００％ 

 保育所    （未調査）  →   １００％ 

 

５ 安全マップの作成率（小学校のみ） 
 

平成 18 年度         平成 21 年度  

         ６６．５％   →   １００％ 

 

６ 学校の安全点検の実施率 
平成 18 年度         平成 21 年度 

幼稚園・小学校･中学校･高等学校（特別支援学校を含む） 

８５．２％  →   １００％ 

保育所    （未調査）  →   １００％ 
 

 

 

注 １  指 標 は 文 部 科 学 省 の 実 施 す る 「 学 校 の 安 全 管 理 の 取 組 状 況 に 関 す る 調

査 」 に よ る 。 た だ し 、 保 育 所 （ 厚 生 労 働 省 所 管 ） に つ い て は 当 該 調 査 対

象 外 の た め 、 平 成 １ ７ 年 度 の 高 知 県 独 自 調 査 に よ る 。 （ 中 核 市 で あ る 高

知 市 の 保 育 施 設 を 除 く 。 ）  

注 ２  認 可 外 保 育 所 は 調 査 未 実 施 。  

注 ３  保 育 所 に つ い て は 、 平 成 １ ９ 年 度 以 降 高 知 市 の 保 育 所 も 含 め て 調 査 予

定 。  
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通学路等における児童等の安全が確保されるよう、地域住民、事業者、地域活動団

体と連携した取り組みを進めます。 
 
【具体的な取り組み】  

項  目  内    容 担当課 

通学路等におけ

る児童等の安全

の確保のための

指針の周知及び

助言 

通学路等において児童等の安全が確保されるよう、学校等

の設置・管理者や保護者、その他の関係者に対して、通学路

等における児童等の安全の確保のための指針の周知を図る

とともに、必要な助言などを行います。 

幼保支援課 

生涯学習課 

体育スポーツ課 

生活安全企画課 

(1) 学 校 等 の 設 置 ･管 理 者 、保 護 者 、地 域 住 民 、関 係

団 体 等 と の 連 携  

学校等の設置･管理者、保護者、地域住民、事業者、地域

活動団体などと連携して、通学路等における登下校時のパト

ロール活動や見守り活動などの効果的な安全対策を実施し

ます。 

体育スポーツ課 

生活安全企画課 

 

(2) 通学路等における声かけ運動の実施  

学校等の設置･管理者、保護者、地域住民、事業者、地域

活動団体などと連携して、通学路等における児童等への声か

け運動を推進します。  

体育スポーツ課 

生活安全企画課 

少年課（警察本部

） 

通 学 路 等 に お

け る 児 童 等 の

見 守 り 活 動 等

の 推 進  

(3) セ ー フ テ ィ ス テ ー シ ョ ン
２ ０

活 動 の 促 進  

「こども１１０番のいえ」
２１

をはじめとした児童等の緊

急避難所（セーフティステーション）が、学校等や地域の状

況に応じて適切に設置されるよう、県民及び事業者に対して

働きかけます。また、「こども１１０番のいえ」などの設置

者に対して、不審者情報の提供や防犯指導を行います。 

生活安全企画課 

通 学 路 等 の 環

境 整 備 の 促 進  

学校等の設置・管理者、保護者、地域住民、通学路等の管

理者、警察署など関係者が連携して、危険箇所などを把握す

るとともにその改善に向けて取り組むよう働きかけます。 

道路課（知事部局

） 

公園下水道課（知

事部局） 

体育スポーツ課 

生活安全企画課 

基本的方策（２） 通学路等における児童等の安全を確保する 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
２０

セーフティステーション･･子ども、高齢者、女性などの弱者を保護するための活動で、24 時 

間活動型社会において、深夜時間帯まで営業する深夜スーパーなどの店に地域安全活動への

理解と協力を得て、同店を地域社会の安全拠点(セーフティステーション)として運用する活

動をいいます。 
２１

こども１１０番のいえ･･子どもを犯罪の被害から守るため、民家・事業所が子ども緊急避難 

先として、避難してきた子どもの保護と警察などへの連絡を行うものとして、特に被害者と

なりやすい子どもを守る環境づくりを推進していく活動の拠点となるもので、警察署長が指

定したものをいいます。 
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【 指 標 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域ボランティアによる校内外の巡回等実施率 

                 （小学校のみ） 

     
平成 18 年度          平成 21 年度  

    ６３．５％   →   １００％ 

 

 

２ 通学路の安全点検の実施率（小学校のみ） 

     
平成 18 年度          平成 21 年度  

    ９４．２％   →   １００％ 
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基本的方策（３）  子どもの安全を確保する 

「地域の子どもは地域で守り育てる」「子どもたちの健やかで豊かな心を育む」

という基本的な考え方に基づき、子どもが犯罪に巻き込まれることなく、健全な

生活を営むことができるよう取り組みます。 

 
【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

広 報 ・ 啓 発 の 充

実  

・ 地 域 ぐ る み で 子 ど も を 守 る 広報・啓発の実施  

テ レ ビ ・ ラ ジ オ な ど の メ デ ィ ア 、 県 の 広 報 紙 、

ホ ー ム ペ ー ジ な ど の 様 々 な 広 報 媒 体 を 活 用 し た

地 域 ぐ る み で 子 ど も を 守 る 意 識 を 高 め ま す 。   

県 民 生 活 課  

体 育 ス ポ ー ツ 課

生 活 安 全 企 画 課

 

( 1 )  子どもへの虐待をさせないという気運を高めるた

めの取り組みの実施 

地 域 社 会 に お い て 、子 ど も へ の 虐 待 を さ せ な い

と い う 気 運 を 高 め る た め の 広 報 啓 発 を 行 い ま す 。 

こども課 

( 2 )  虐 待 や い じ め か ら 地 域 ぐ る み で 子 ど も を 守

る 意 識 を 高 め る た め の ネ ッ ト ワ ー ク づ く り  

 虐 待 や い じ め か ら 子 ど も を 守 る と い う 意 識 を

高 め る た め 、学 校 、Ｐ Ｔ Ａ 及 び 民 生 委 員 、児 童 委

員 な ど が 虐 待 や い じ め の 発 生 状 況 、虐 待 の 早 期 発

見 方 法 な ど の 情 報 を 共 有 で き る ネ ッ ト ワ ー ク づ

く り に 取 り 組 み ま す 。  

保 健 福 祉 課  

小 中 学 校 課 （ 教

育 委 員 会 ）  

高 等 学 校 課 （ 教

育 委 員 会 ）  

特 別 支 援 教 育 課

（ 教 育 委 員 会 ）

生 涯 学 習 課  

人 権 教 育 課 （ 教

育 委 員 会 ）  

少 年 課  

( 3 )  ル ー ル や 法 を 守 る 心 を 育 て る 取 り 組 み の 実

施  

子 ど も が 周 り の 大 人 と の 信 頼 関 係 に 支 え ら れ

な が ら 、幼 児 期 か ら 物 事 の 善 悪 を 正 し く 判 断 す る

力 を 養 い 、 ル ー ル や 法 を 守 る 心 を 育 み ま す 。  

幼 保 支 援 課  

生 涯 学 習 課  

少 年 課  

( 4 )  犯 罪 に 巻 き 込 ま れ な い 力 を 育 成 す る 取 り 組

み の 実 施  

子 ど も が 犯 罪 に 巻 き 込 ま れ な い よ う 、危 険 を 察

知 し 回 避 で き る 能 力 を 育 成 す る た め の 取 り 組 み

を 行 い ま す 。  

体 育 ス ポ ー ツ 課

少 年 課  

子 ど も た ち を 健

や か に 育 て る 取

り 組 み  

 

 

 

( 5 )  子 ど も が ネ ッ ト 上 の ト ラ ブ ル に 巻 き 込 ま れ

な い 取 り 組 み の 実 施  

イ ン タ ー ネ ッ ト や 携 帯 電 話 な ど の 普 及 が 急 速

に 進 む 中 で 、子 ど も が 被 害 者 に も 加 害 者 に も な ら

な い よ う 、携 帯 電 話 な ど に お け る フ ィ ル タ リ ン グ
２ ２

の 普 及 や 情 報 に 関 す る モ ラ ル の 教 育 を 行 い ま

す 。  

小 中 学 校 課  

高 等 学 校 課  

人 権 教 育 課  

生 活 安 全 企 画 課
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２２

フ ィ ル タ リ ン グ ･･インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、選択 

的に排除などする機能のことをいいます。 



項  目  内    容 担当課 

( 6 )  保 護 者 に 対 す る 相 談 に よ る 支 援  

子 育 て や し つ け な ど に 悩 み や 不 安 を 抱 く 保 護

者 や 家 族 な ど に 対 し 、相 談 に よ り 児 童 養 育 を 支 援

し ま す 。  

こ ど も 課  

幼 保 支 援 課  

生 涯 学 習 課  

少 年 課  

子 ど も た ち を 健

や か に 育 て る 取

り 組 み  

(7 )  子 ど も た ち が 安 全 で 安 心 し て 過 ご せ る 居 場

所 づ く り の 推 進  

放 課 後 や 週 末 な ど に 学 校 の 余 裕 教 室 や 地 域 に

お い て 、学 習 支 援 や ス ポ ー ツ 、文 化 活 動 ま た は 地

域 住 民 と の 交 流 活 動 を 行 う な ど 、子 ど も の 安 全 で

安 心 な 居 場 所 づ く り を 推 進 し ま す 。  

生 涯 学 習 課  
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基本的方策（４） 高齢者、障害者、女性の安全を確保する 

 

防犯上特に配慮を要する高齢者や障害者、女性を犯罪の被害から守るため、地 

域住民、事業者、地域活動団体、市町村などの関係機関が一体となった地域ぐる

みの支え合い活動が促進されるよう、意識啓発や必要な情報を提供します。 

 

【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

広 報 ・ 啓 発 の 充

実  

地 域 社 会 に お い て 、高 齢 者 な ど へ の 虐 待 や Ｄ Ｖ
２ ３

な ど の 暴 力 を 許 さ な い 気 運 を 高 め る た め の 広 報 啓 発

を 行 い ま す 。  

高齢者福祉課（知

事部局） 

県民生活課 

男女共同参画・Ｎ

Ｐ Ｏ 課 （ 知 事 部

局） 

( 1 )  市 町 村 等 と 連 携 し た 見 守 り 活 動 の 実 施  

市 町 村 や 地 域 安 全 協 （ 議 ） 会
２ ４

な ど と 連 携 し て 、

高 齢 者 が 地 域 で 安 全 で 安 心 し て 生 活 で き る よ う 、 個

別 訪 問 に よ る 高 齢 者 の 見 守 り 活 動 を 行 い ま す 。  

生活安全企画課

地域課 

 

( 2 )  地 域 活 動 団 体 等 と 連 携 し た 見 守 り 活 動 の 実 施  

高 齢 者 を タ ー ゲ ッ ト に し た 架 空 請 求
２ ５

や 悪 質 商

法
２ ６ などに よ る 被 害 を 防 ぐ た め の 講 習 会 な ど を 開

催 す る ほ か 、 地 域 活 動 団 体 の 協 力 を 得 て 、 個 別 訪 問

な ど に よ る 情 報 の 提 供 や 啓 発 を 行 い ま す 。  

県民生活課 

生活安全企画課

地域課 

高齢者の見守り活

動の推進 

 

 

 

 

( 3 )  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 中 心 と す る 見 守 り 活 動

へ の 支 援  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
２ ７

を 中 心 と す る 高 齢 者 に

関 す る 行 政 機 関 、 福 祉 保 健 所 、 医 療 機 関 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、

老 人 ク ラ ブ な ど の ネ ッ ト ワ ー ク が 実 施 す る 高 齢 者 の

見 守 り 活 動 に 対 し 、 情 報 の 提 供 な ど の 支 援 を 行 い ま

す 。  

高齢者福祉課 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
２３

ＤＶ･･ドメスティック・バイオレンスの略。配偶者や恋人などの親密な関係にある、又はあ 

った者から振るわれる暴力。「配偶者」には元配偶者や事実婚にある者を含みます。 
２４

地 域 安 全 協（ 議 ）会 ･･県内の 16 警察署管内に 16 団体が組織されている地域安全活動の中 

核的な団体。幼稚園や小学校における「誘拐被害防止教室」、高齢者を対象とした「悪質商

法被害防止教室」などの防犯活動や防犯活動団体との合同防犯パトロールの実施、「地域安

全ニュース」の発行による広報活動など地域における幅広い地域安全活動を行っています。 
２５

架 空 請 求 ･･架空の有料サイト利用料金債権回収や裁判の取り下げを口実に、ダイレクトメー 

ルや電子メールを送付するなどして、お金をだまし取ろうとするものなどをいいます。 
２６

悪 質 商 法 ･･虚偽説明、脅迫、販売目的隠匿などの方法で、高額・粗悪な商品やサービスを購 

入させるものをいいます。 
２７

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ･･改正介護保険法の施行に伴い、公正・中立な立場で、高齢者など 

の総合相談支援、高齢者虐待の早期発見・防止などの権利擁護、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援、介護予防ケアマネジメントの４つの機能を担う地域の中核機関をいいます。 
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項  目  内    容 担当課 

  市 町 村 や 事 業 者 等 の 行 う 見 守 り 活 動 の 促 進  

障害者が地域において安全で安心して生活できるよう、市

町村や事業者などが連携して行う障害者の障害特性に配慮し

た見守り活動を促進します。 

障害福祉課 

生活安全企画課

障害者の見守り活

動の促進 

( 2 )   情 報 の 提 供  

 地 域 で 生 活 す る 障 害 者 が 悪 質 商 法 や 犯 罪 の 被 害 に

遭 わ な い た め に 、 障 害 特 性 に 配 慮 し た 適 切 な 情 報 の

提 供 な ど に 努 め ま す 。  

障害福祉課 

県民生活課 

 

( 1 )  情 報 の 提 供  

女 性 が ひ っ た く り や つ き ま と い な ど の 被 害 に 遭 わ

な い た め に 、 ホ ー ム ペ ー ジ な ど に よ り 危 険 を 回 避 す

る た め の 情 報 を 提 供 し ま す 。  

生活安全企画課

 

( 2 )  防 犯 教 室 等 の 実 施  

女性がちかんや暴行などの被害に遭わないために、要望に

応じて、防犯教室や護身術など実践的な訓練を実施します。  

生活安全企画課

 

 

女 性 の 犯 罪 被 害

回 避 に 関 す る 取

り 組 み  

(3 )  地 域 ぐ る み の 防 犯 活 動 の 実 施  

事 業 者 、 防 犯 活 動 団 体 と 連 携 し て 、 ち か ん や の ぞ

き な ど 女 性 を 対 象 と し た 事 犯 の 多 発 時 期 や 多 発 地 域

を 重 点 的 に 、 防 犯 パ ト ロ ー ル な ど の 見 守 り 活 動 を 実

施 し ま す 。  

生活安全企画課

地域課 

 

(1)

 
【 状 況 確 認 指 標 】  

 

 

 

・

 

 

 高齢者を対象とする防犯教室の開催回数 
平成 1８年中  

     １４１件 
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観 光 旅 行 者 ほ か の 本 県 に 滞 在 す る 者 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 必 要 な 取 り

組 み を 行 い ま す 。  

 

【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

( 1 )  観 光 旅 行 者 等 に 対 す る 安 全 情 報 の 提 供  

観 光 旅 行 者 等 が 犯 罪 の 被 害 に 遭 わ な い よ う 、旅

館 ･ホ テ ル ・ 観 光 施 設 な ど の 関 係 業 界 の 協 力 を 得

て 、 観 光 旅 行 者 等 に 対 し 、 犯 罪 の 発 生 状 況 や 危 険

箇 所 な ど の 地 域 の 安 全 情 報 を 提 供 し ま す 。  

生活安全企画課

 

安 全 情 報 の 提

供  

 

 

 

 

 

 

( 2 )  観 光 事 業 者 に 対 す る 安 全 情 報 の 提 供  

観 光 事 業 者 な ど が 自 主 的 な 防 犯 対 策 を 行 う こ

と が で き る よ う 、 旅 館 ・ ホ テ ル 、 観 光 施 設 な ど の

観 光 事 業 者 に 対 し 、観 光 旅 行 者 等 が 遭 遇 す る お そ

れ の あ る 犯 罪 な ど に つ い て 、発 生 状 況 や 防 犯 対 策

な ど の 情 報 を 提 供 し ま す 。  

生活安全企画課

 

従 業 員 等 に 対

す る 防 犯 教 育

の 促 進  

 

観 光 事 業 者 な ど が 自 主 的 に 実 施 す る 従 業 員 研

修 な ど の 中 で 防 犯 教 育 が 行 わ れ る よ う 、観 光 事 業

者 な ど に 働 き か け ま す 。  

観 光 振 興 課  

（ 知 事 部 局 ）

生活安全企画課

 

 

【 状 況 確 認 指 標 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方策（５） 観光旅行者等の安全を確保する 

・従業員研修の中で防犯教育を行った観光事業者数 
平成 1８年中  

       （未調査） 
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４ 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を促進する  

 
重点目標 

 【課題】  

・道路、公園、駐車場及び駐輪場などの公共の空間において、ひったくりや乗り

物盗などの街頭犯罪、住宅での侵入盗が多く発生しています。 

・犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場、住宅の普及を進める必要

があります。 

・犯罪の防止に配慮した金融機関、深夜小売店舗の普及を進める必要があります。 

  

  

 

 

基本的方策（１） 犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場

を普及する 

道路、公園、駐車場及び駐輪場における犯罪の防止のための配慮をします。 

 

【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

犯罪の防止に配慮

した道路等２ ８の

構造、設備等に関

する指針の周知 

 

防 犯 性 の 高 い 道 路 、公 園 、駐 車 場 及 び 駐 輪 場 が

普 及 し て い く よ う 、犯罪の防止に配慮した道路等の構

造、設備等に関する指針の 周 知 を 図 り ま す 。  

経 営 支 援 課  

（ 知 事 部 局 ）  

県 民 生 活 課  

道 路 課  

都 市 計 画 課（ 知 事

部 局 ）  

公 園 下 水 道 課  

生 活 安 全 企 画 課  

 

犯 罪 の 防 止 に 配

慮 し た 道 路 、 公

園 、 駐 車 場 及 び

駐 輪 場 の 整 備  

県が管理する道路等について、犯罪の防止に配慮した

道路等の構造、設備等に関する指針に基づき、照明灯な

どの設置による明るさの確保、草刈り、除草、剪定など

による見通しの確保などの整備に努めます。 

道 路 課  

都 市 計 画 課  

公 園 下 水 道 課  

施 設 整 備 担 当 各

課  

【 状 況 確 認 指 標 】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

・県管理道路の自転車・歩行者道設置延長キロ数（道路施設の現況）
平成 1８年 4 月 1 日現在  

右：342,025 キロ、左：402,275 キロ 

・道路照明灯２ ９の設置基数（道路施設の現況） 

 平成 1８年 4 月 1 日現在  14,660 基 

・ロードボランティア３ ０の登録団体数 

 平成 1９年４月現在    ４２６団体 ８，９７８人 

・ 地域に委託している道路維持（草刈り） 

平成 1８年度    ２７市町村 ８９路線 ２６２箇所 

２８
道路等･･道路、公園、駐車場及び駐輪場をいいます。 

２９
道路照明灯･･道路交通の安全・円滑な利用を図ることを目的に、道路照明施設設置基準に基 

づき、道路管理者が交差点や横断歩道などに設置する交通安全施設の一つです。 
３０

ロードボランティア･･道路の美化や清掃、緑化などのボランティア活動に取り組んでいる地 

域住民や老人クラブ、婦人会、学校、企業などの団体や個人で、申請により土木事務所長が

認定しているものをいいます。 
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空き巣などの住宅への侵入盗の被害に遭いにくい住宅の普及に努めます。 

 
【具体的な取り組み】  

項  目  取り組み内容 担当課 

犯罪の防止に配

慮した住宅の構

造、設備等に関

する指針の周知 

 

防犯性の高い住宅が普及していくよう、県民、事業者、

地域活動団体、建築関係団体に対し、リーフレットやホー

ムページなどで情報の提供などを行い、犯罪の防止に配慮

した住宅の構造、設備等に関する指針の周知を図ります。 

県 民 生 活 課  

住 宅 課（ 知 事 部 局

）  

建 築 指 導 課（ 知 事

部 局 ）  

生 活 安 全 企 画 課  

( 1 )  住 宅 の 防 犯 対 策 に つ い て の 情 報 の 提 供  

既 存 住 宅 を 含 め た 住 宅 性 能 表 示
３ １

の 普 及 や 、犯

罪 防 止 に 配 慮 し た 住 宅 の 普 及 の た め 、 住 宅 に お け

る 防 犯 に つ い て の 情 報 収 集 と 、 ホ ー ム ペ ー ジ な ど

に よ る 情 報 の 提 供 を 行 い ま す 。  

住 宅 課  

生 活 安 全 企 画 課  

住 宅 の 安 全 に

関 す る 情 報 の

提 供  

 

 

( 2 )  防犯機器の情報の提供 

ホ ー ム ペ ー ジ や 展 示 な ど に よ り 、 補 助 錠 や セ ン

サ ー ラ イ ト な ど の 防 犯 機 器 そ の 他 の 情 報 提 供 を 行

い 犯罪の防止に配慮した住宅の普及を図ります。 

生 活 安 全 企 画 課  

県 営 住 宅 の 整

備  

県 営 住 宅 に つ い て 、 犯罪の防止に配慮した住宅の構

造、設備等に関する指針に 基 づ く 整 備 に 努 め ま す 。  

住 宅 課  

【 状 況 確 認 指 標 】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方策（２） 犯罪の防止に配慮した住宅を普及する 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

・ 建築確認時の防犯に関するリーフレットの配布数 
     平成１９年度          

     ( 19 年 度 作 成 ) 

３１
住 宅 性 能 表 示 ･･平成 11 年６月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基 

づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために創設された、住宅の性能をわ

かりやすく表示する制度をいいます。 
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防犯訓練、安全点検や防犯対策などに関する情報の提供などにより、犯罪の防

止に配慮した金融機関３ ２、深夜小売店舗３３の普及を図ります。 

 
【具体的な取り組み】 

項  目  内    容 担当課 

金 融 機 関 に 対 す

る 啓 発  

金融機関に対し、必要な防犯情報を提供するほか、防

犯訓練の実施の支援など、必要な防犯対策の指導を行い

ます。 

生 活 安 全 企 画 課

 

深夜小売店舗に対

する啓発 

 

コンビニなどの深夜小売店舗に対し、夜間複数勤務、

通報機器や防犯カメラの設置、カラーボール
３４

の配備ほ

かの防犯体制の整備について啓発を行います。 

生 活 安 全 企 画 課

 

 

基本的方策（３） 犯罪の防止に配慮した店舗等を普及する 

 

【 状 況 確 認 指 標 】  
 

 

 

 

 

          

３

３

３

・深夜スーパーにおける防犯設備の整備率 
     平成１８年１２月末現在          

       防犯ベル配備     ７６％ 

      カラーボール配備  ７７％ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
２
金融機関･･銀行、信用金庫、労働金庫、貸金業者などをいいます。 

３
深夜小売店舗･･午後 10 時から翌日の午前５時までに営業している小売店舗をいいます。 

４
カラーボール･･蛍光塗料の液体が入ったプラスチック製のボールをいいます。 

逃走する犯人の足元や車両にめがけて投げつけ、当たると割れて塗料が付着し、重要な証拠 

や逃走経路などを特定できる利点があります。 
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